
外来種
（ウチダ・アメリカザリガニ）

近年、北海道の各地でアメリカザリガニの生息が確認されています。温暖
化や都市化により、分布域が拡大している可能性があります。

これ以上、分布を拡大させないために、1.アメリカザリガニを採集しても、
他の場所に移動させない。２．学校で飼育する場合は、きちんと管理する。
３．今、飼っているアメリカザリガニは、逃がしたり、放流したりせずに寿
命まで責任をもって飼育する。

ウチダザリガニは近年、北海道で急速に分布域を拡大し、在来種であるニホンザ
リガニに対する捕食や感染症の危険性等があることから2006年に外来生物法に基
づく特定外来生物に指定されました。特定外来生物は、飼育・栽培・保管・運搬・販
売・譲渡・輸入・野外に放つ・植える・まく、などの行為を禁止しており、違反すると罰
金や懲役が科せられます。 これ以上、分布域を拡大させないために、採取や他の
場所への放流は、絶対にしてはいけません。
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